
引
き
続
き　

お
知
ら
せ市民税所得割世帯

所得税課税額
220,000円以上408,000円未満

所得税課税額
408,000円以上

48,000

■平成17年度　保育料一覧表 （　　）内は半額徴収

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児
階層 定　　　　義

Ａ

Ｂ

保　育　料　　月額　単位：円

Ｃ１

Ｃ２

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

生活保護世帯 0 0 0

市民税非課税世帯

市民税均等割世帯

所得税課税額
 30,000円未満

所得税課税額
 30,000円以上 45,000円未満

所得税課税額
 45,000円以上 64,000円未満

所得税課税額
 64,000円以上100,000円未満

所得税課税額
100,000円以上160,000円未満

所得税課税額
160,000円以上220,000円未満
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（24,000）

（25,000）

（2,250）
4,500

（2,250）
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（11,000）
22,000

（11,000）

（11,600）
23,200

（11,600）

（13,900） （13,000）

（15,500） （13,500）

（16,500） （14,000）

（17,000） （14,500）

（17,500） （15,000）

※母子世帯または在宅障害児（者）のいる世帯で、Ｂ階層と認定された場合は
　保育料が無料となり、Ｃ階層と認定された場合は1,000円減額されます。

保
育
料
が
決
定
し
ま
し
た

　

平
成
17
年
度
の
保
育
料
を
合
併

協
議
に
よ
る
調
整
方
針
に
従
っ
て

左
表
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

　

保
護
者
負
担
の
軽
減
を
図
る
た

め
、
次
の
よ
う
な
措
置
を
行
い
、

県
内
の
他
市
と
比
べ
て
低
額
な
保

育
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
保
育
料
の
軽
減
措
置

○
保
育
料
の
一
部
を
市
が
負
担

　

国
が
定
め
る
保
護
者
徴
収
金
の

一
部
を
市
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
16
年
度
に
市
が
負
担
し
た

児
童
１
人
当
た
り
の
保
育
料
は
、

年
額
５
万
８
７
０
１
円
で
し
た
。

○
第
２
子
半
額
制
度

　

一
世
帯
で
２
人
以
上
の
児
童
が

保
育
所
に
入
所
し
て
い
る
場
合
、

年
齢
の
低
い
児
童
（
保
育
料
が
高

い
児
童
）
の
保
育
料
を
半
額
と
し

て
い
ま
す
。

○
第
３
子
以
降
無
料
制
度

　

一
世
帯
で
３
人
以
上
の
児
童
が

保
育
所
に
入
所
し
て
い
る
場
合
、

第
３
子
以
降
の
保
育
料
は
、
無
料

と
し
て
い
ま
す
。

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
別
館
女
性
児
童
福
祉
課

　

児
童
係　
　
（
内
線
２
３
３
２
）

介
護
保
険
施
設
で
の
食
事
代
を

減
額
し
ま
す

　

住
民
税
が
非
課
税
と
な
っ
て
い

る
世
帯
の
方
は
、
申
請
を
す
る
こ

と
で
、
介
護
保
険
施
設
に
入
所
し

た
際
の
食
事
代（
１
日
７
８
０
円
）

が
一
部
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
、
入
所
中
で
該
当
す
る
方

は
、
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
既
に
減
額
認
定
証
を
持
っ
て

い
る
方
も
、
平
成
17
年
５
月
31
日

が
有
効
期
限
と
な
り
ま
す
の
で
、

新
た
に
申
請
が
必
要
で
す
。

■
減
額
の
対
象

〇
住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯

　

７
８
０
円
が
５
０
０
円
に
減
額

〇
住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯
で
あ

る
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
ま
た

は
生
活
保
護
者

　

７
８
０
円
が
３
０
０
円
に
減
額

■
申
請
に
必
要
な
も
の

○
介
護
保
険
被
保
険
者
証

○
介
護
保
険
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
（
持
っ
て
い
る
方)

■
受
付
開
始
日　

６
月
15
日
㈬  

■
申
請
先

〇
市
庁
舎
別
館
高
齢
介
護
課
介
護

認
定
給
付
係（
内
線
２
３
４
８
）

〇
東
予
総
合
支
所
保
健
介
護
課

　

介
護
保
険
係（
内
線
６
２
０
１
）

〇
丹
原
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

　

高
齢
介
護
係　
（
内
線
２
８
１
）

〇
小
松
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

　

高
齢
介
護
係　
（
内
線
１
２
３
）

市道武丈丸野線（武丈～丸野）

市道川西線（東宮～荒川）

市道大保木２・７号線（浦山）

長谷川水系（山口～大浜）

大保木谷川　ほか（千野々）

妙之谷川（湯浪）

国道194号（中野～藤之石）

西条久万線（中野～西之川）

落合久万線（鞍瀬～明河）

早川（西早川）

市之川（市之川、津越）

妙之谷川（小松町大郷・妙口）

鞍瀬川（丹原町明河・鞍瀬）

志河川（丹原町志川・楠窪）

市
工
事
関
係

道　

路

件数 進捗率 着手年月

平成17年４月９件 10％

平成17年４月６件 10％

平成17年４月10件 10％

平成17年４月７件 10％

平成17年４月３件 15％

平成17年４月１件 10％

平成17年３月16件 10％

平成17年３月40件 10％

平成17年２月７件 50％

平成17年３月２件 30％

平成17年３月６件 20％

平成17年３月６件 50％

平成17年３月６件 20％

平成17年３月６件 10％

復旧個所（該当地区）

河　

川

道　

路

河　

川

県
工
事
関
係

区分
西条市の災害復旧状況を
　　　　　　お知らせします

　昨年の台風で、多大な被害を受けた当市における災
害復旧工事の進捗状況をお知らせします。
　市民の皆さまには、ご迷惑をお掛けしております
が、１日も早い復旧に努めて参りますので、ご理解と
ご協力をお願いいたします。
■主な災害復旧工事　右表をご覧ください。
■市域全体の発注済工事件数
〇愛媛県　道路（50件）、河川（118件）　計168件
〇西条市　道路（119件）、河川（47件）、農林（618

件）、公園（14件）、その他（12件）　計
810件

■平成17年度発注予定件数
〇愛媛県　道路（16件）、河川（３件）　計19件
〇西条市　道路（44件）、河川（23件）
　　　　　農林（33件）　計100件
※上記および右表の数値は、平成17年４月末現在のも
のです。

14広報さいじょう　2005  ６月号

市
役
所
の

電
話
番
号

西条市庁舎　℡0897－56－5151　　東予総合支所　℡0898－64－2700
丹原総合支所　℡0898－68－7300　　小松総合支所　℡0898－72－2111




